速報　

　　　06年4月

介護報酬改正

介護予防・小規模多機能の

報酬決まる
　

2006年4月の介護報酬改定の内容が固まった。厳しい保険財政を背景に新予防給付が創設され、軽度要介護認定者への給付が制限される一方で、中重度者のケアの報酬が充実した。特に、認知症ケアの地域密着型サービスは手厚く評価された。施設では、昨年10月改正で問題となったユニット型個室と多床室の報酬の逆転現象が解消された。
今回、2006年4月介護報酬改定の概要を厚生労働省の資料を基に居宅サービス系、施設サービス系に分けリハビリに関係するものに絞って掲載する。

1） 居宅サービス

1 訪問リハビリテーション

2 通所リハビリテーション

2） 施設サービス
1 介護老人保健施設

2 介護療養型医療施設

○介護予防サービス（新設）

1） 介護予防訪問リハビリテーション

2） 介護予防通所リハビリテーション

3） 介護予防通所介護　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　
PS、平成18年1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会に
　　おきまして平成18年度介護報酬等の改定が公表されました。

　　重ねて平成18年2月6日付けで協会本部から各会員に「介護

　　報酬等の改定について（概要）」のパンフレットが配られました。

　　詳細につきましては、協会介護保険部ホームページをご覧頂き

　　ますよう宜しくお願い致します。

　下記のアドレスからダウンロードして見て下さい
　http://rigaku.main.jp/archives/cat1/index.html
○居宅サービス（カッコ内は現行の報酬単位）

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション費

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合　１日500単位
　（現行は理学療法士、作業療法士の場合１日550単位）
· リハビリテーションマネジメント加算（新設）+20単位/日
· 算定要件①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同で利用者ごとのリハビリ実施計画を作成②指定居宅介護支援事業者を通じて、他の居宅サービス事業所の従事者に対し、リハビリの観点から日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達など

· 短期集中リハビリテーション加算（新設）

退所・退院または要介護認定を受けた日から

１ヵ月以内　　　　　　　　　　　　　　　+330単位/日

退所・退院または要介護認定を受けた日から

1ヵ月超3ヶ月以内　　　　　　　　　　　+200単位/日
（現行は日常生活活動訓練加算+50単位/日）

通所リハビリテーション
通所リハビリテーション費

1 3時間以上4時間未満

　　　　　　　　経過的要介護　338単位（283単位）

　　　　　　　　　　要介護１　386単位（351単位）

　　　　　　　　　　要介護２　463単位（351単位）

　　　　　　　　　　要介護３　540単位（488単位）

　　　　　　　　　　要介護４　617単位（488単位）

　　　　　　　　　　要介護５　694単位（488単位）

2 4時間以上6時間未満

　　　　　　　　経過的要介護　447単位（404単位）

　　　　　　　　　　要介護１　515単位（500単位）

　　　　　　　　　　要介護２　625単位（500単位）

　　　　　　　　　　要介護３　735単位（694単位）

　　　　　　　　　　要介護４　845単位（694単位）

　　　　　　　　　　要介護５　955単位（694単位）

3 6時間以上8時間未満

　　　　　　　　経過的要介護　591単位（563単位）

　　　　　　　　　　要介護１　688単位（699単位）

　　　　　　　　　　要介護２　842単位（699単位）

　　　　　　　　　　要介護３　995単位（972単位）

　　　　　　　　　　要介護４　1149単位（972単位）

　　　　　　　　　　要介護５　1303単位（972単位）

· （現行の送迎加算　+47単位/片道は廃止）

· 2時間以上3時間未満の通所リハビリテーションの場合

　　　　　　　　　　　　　　①の単位×70/100（同）

　・大規模事業（平均延べ利用人数が月900人超）の場合　

　　　　　　　　　　　　　　×90/100（新設）
· 6時間以上8時間未満の通所リハビリの前後に
日常生活上の世話を行う場合

　　　　8時間以上9時間未満③の単位+50単位（同）
　　　　　　　　9時間以上10時間未満③の単位+100単位（同）
　　・入浴介助加算　　　　　　　　　　　　+50単位/日

　　　　（現行は入浴介助加算+44単位/日、特別入浴介助加算

　　　　　　+65単位/日）

　　

· 理学療法士、作業療法士が利用者の居宅を訪問し診療、運動機能検査などを行い、通所リハビリ計画の作成等を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　　+550単位/日（同）
· リハビリテーションマネジメント加算（新設）+20単位/日
· 算定要件①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同で利用者ごとのリハビリ実施計画を作成②指定居宅介護支援事業者を通じて、他の居宅サービス事業所の従事者に対し、リハビリの観点から日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達

· 短期集中リハビリテーション加算（新設）

　　退所・退院または要介護認定を受けた日から

　　1ヵ月以内　　　　　　　　　　　　　+180単位/日

　　1ヵ月超３ヶ月以内　　　　　　　　　+130単位/日
　　3ヶ月超　　　　　　　　　　　　　　+　80単位/日
（現行は個別リハビリテーション加算　退院日から１年以内

　+130単位/日、１年超+100単位/日）

· 管理栄養士を配置して、歯科衛生士などを配置して、若年性認知症の要介護者を対象としては割愛する。

· 施設サービス（カッコ内は現行の報酬単位）
介護老人保健施設
1、 介護保険施設サービス費（１日につき）
1 介護保険施設サービス費（Ⅰ）<従来型個室>
　　　　　要介護１　702単位（702単位）

　　　　　要介護２　751単位（751単位）　

　　　　　要介護３　804単位（804単位）

　　　　　要介護４　858単位（858単位）

　　　　　要介護５　911単位（911単位）

2 介護保険施設サービス費（Ⅱ）<多床室>

　　　　　要介護１　781単位（801単位）

　　　　　要介護２　830単位（850単位）

　　　　　要介護３　883単位（903単位）

　　　　　要介護４　937単位（957単位）

　　　　　要介護５　990単位（1010単位）

3 小規模介護保険施設サービス費（Ⅰ）<従来型個室>
　　　　　要介護１　702単位（新設）

　　　　　要介護２　751単位（新設）

　　　　要介護３　804単位（新設）

　　　　要介護４　858単位（新設）

　　　　要介護５　911単位（新設）

4 小規模介護保険施設サービス（Ⅱ）<多床室>

　　　　要介護１　781単位（新設）

　　　　要介護２　830単位（新設）

　　　　要介護３　883単位（新設）

　　　　要介護４　937単位（新設）

　　　　要介護５　990単位（新設）

2、 ユニット型介護保険施設サービス費（1日につき）

1 ユニット型介護保険施設サービス費（Ⅰ）
＜ユニット型個室＞

　　　　要介護１　784単位（689単位）

　　　　要介護２　833単位（738単位）

　　　　要介護３　886単位（791単位）

　　　　要介護４　940単位（845単位）

　　　　要介護５　993単位（898単位）

　

　　　　②ユニット型介護保険施設サービス費（Ⅱ）
　＜ユニット型準個室＞

　　　　　　要介護１　784単位（689単位）

　　　　　　要介護２　833単位（738単位）

　　　　　　要介護３　886単位（791単位）

　　　　　　要介護４　940単位（845単位）

　　　　　　要介護５　993単位（898単位）

　③ユニット型小規模介護保険施設サービス費（Ⅰ）　　
　　　　＜ユニット型個室＞

　　　　　　　　　要介護１　784単位（新設）

　　　　　　　　　要介護２　833単位（新設）

　　　　　　　　　要介護３　886単位（新設）

　　　　　　　　　要介護４　940単位（新設）

　　　　　　　　　要介護５　993単位（新設）

5 ユニット型小規模介護保険施設サービス費（Ⅱ）

＜ユニット型準個室＞　

　　　　　要介護１　784単位（新設）

　　　　　要介護２　833単位（新設）

　　　　　要介護３　886単位（新設）

　　　　　要介護４　940単位（新設）

　　　　　要介護５　993単位（新設）

· 外泊時費用

入所者に居宅における外泊を認めた場合、1月に6回を限度として所定単位数に代えて一日につき444単位を算定（同）

　　・試行的退所サービス費（新設）　
· 退所が見込まれる入所者を試行的に退所させ、施設が居宅
サービスを提供する場合、1月に6回を限度に800単位算定

外泊時費用は算定しない

· 身体拘束廃止未実施減算、初期加算、栄養管理体制加算、栄

養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、介護老人福祉施設と同じ　　　
　　・退院時指導等加算
　　　①退院時等指導加算（一）退院前後訪問指導加算

入所中1回（または2回）、
　　　　　　　　　　　　　　　退所後1回を限度に460単位（同）

　　　　　　　　　　　　（二）退所時指導加算　　400単位（同）

　　　　　　　　　　　　（三）退所時情報提供加算500単位（同）

　　　　　　　　　　　　（四）退所前連携加算　　500単位（同）

　※（二）は入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導　　　
　　　を行った場合

　※（三）は退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合
　※（四）は居宅介護支援事業者と退所前から連携し情報提供と
　　サービス調整を行った場合
　　②老人訪問看護指示加算
　　　入所者１人につき入所中1回、退所後１回を限度とし1回
　　　300単位を算定（同）
・緊急時施設療養費①緊急時治療管理
　　　　　　　　　　1月1日3回を限度に、１日につき500単位

　　　　　　　　　　を算定（同）

　　　　　　　　　②特定治療（同）
· 在宅復帰支援機能加算（新設）1日につき10単位加算
※入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に、必要な情報の提供、居宅サービスの利用に関する調整を行う事、過去6ヶ月間の退所者数の内、在宅に移行した割合が5割超など
・リハビリテーションマネジメント加算（新設）１日つき25単位
　　※算定要件①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その
　　　他の職種が共同で利用者ごとのリハビリ実施計画を作成②　
　　　看護職員、介護職員、その他の職種の者に対し、リハビリの

　　　観点から日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達

　・短期集中リハビリテーション実施加算（新設）
　　入所から3ヶ月以内に限り、1日につき60単位を加算
　※リハビリテーションマネジメント加算算定した上で、医師ま
　　たはリハビリスタッフが集中的にリハビリを実施した場合
　（現行はリハビリテーション機能強化加算　+30単位/日）
　・認知症短期集中リハビリテーション実施加算（新設）
　　入所から3ヶ月以内に週3回まで、1日につき60単位を加算
　　※軽度の認知症と医師が判断した入所者で、医師又リハビリス
　　　タッフが集中的にリハビリを実施した場合

· 日常生活に支障を来たすような症状・行動又は意思疎通が

困難な入所者に対してサービスを行った場合

1日につき76単位を加算（同）

※サービスを行う単位として入所者10人程度を標準とすること

　単位ごとに固定した職員を配置する事

介護療養型医療施設

（１日につき）イ、療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）<看護６：１、介護４：１>

①療養型介護療養施設サービス費（一）<従来型個室>
　　　　　　　　要介護１　　　　　671単位（同）

　　　　　　　　要介護２　　　　　781単位（同）

　　　　　　　　要介護３　　　　　1019単位（同）

　　　　　　　　要介護４　　　　　1120単位（同）

　　　　　　　　要介護５　　　　　1211単位（同）

　　②療養型介護療養施設サービス費（二）<多床室>
　　　　　　　　　要介護１　782単位（802単位）

　　　　　　　　　要介護２　892単位（912単位）

　　　　　　　　　要介護３　1130単位（1150単位）

　　　　　　　　　要介護４　1231単位（1251単位）

　　　　　　　　　要介護５　1322単位（1342単位）

ロ、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）<看護６：１、介護５：１>　　　　

①療養型介護療養施設サービス費（一）<従来型個室>
　　　　　　　　要介護１　　　　　611単位（同）

　　　　　　　　要介護２　　　　　720単位（同）

　　　　　　　　要介護３　　　　　880単位（同）
　　　　　　　　要介護４　　　　　1036単位（同）

　　　　　　　　要介護５　　　　　1078単位（同）

　　②療養型介護療養施設サービス費（二）<多床室>

　　　　　　　　　　要介護１　　722単位（742単位）

　　　　　　　　　　要介護２　　831単位（851単位）

　　　　　　　　　　要介護３　　991単位（1011単位）

　　　　　　　　　　要介護４　1147単位（1167単位）

　　　　　　　　　　要介護５　1189単位（1209単位）

ハ、療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）<看護６：１、介護６：１>

　　①療養型介護療養施設サービス費（一）<従来型個室>
　　　　　　　　　要介護１　　　　　581単位（同）

　　　　　　　　　要介護２　　　　　692単位（同）

　　　　　　　　　要介護３　　　　　843単位（同）

　　　　　　　　　要介護４　　　　　1000単位（同）
　　　　　　　　　要介護５　　　　　1041単位（同）

　②療養型介護療養施設サービス費（二）<多床室>
　　　　　　　　　　要介護１　692単位（712単位）

　　　　　　　　　　要介護２　803単位（823単位）

　　　　　　　　　　要介護３　954単位（974単位）

　　　　　　　　　　要介護４　1111単位（1131単位）

　　　　　　　　　　要介護５　1152単位（1172単位）

ニ、ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）　
　　＜ユニット型個室＞

　　　　　　　　　　要介護１　785単位（690単位）

　　　　　　　　　　要介護２　895単位（800単位）

　　　　　　　　　　要介護３　1133単位（1038単位）

　　　　　　　　　　要介護４　1234単位（1139単位）

　　　　　　　　　　要介護５　1325単位（1230単位）

ホ、ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）　

＜ユニット型準個室＞

　　　　　　　　　　要介護１　785単位（690単位）
　　　　　　　　　　要介護２　895単位（800単位）

　　　　　　　　　　要介護３　1133単位（1038単位）

　　　　　　　　　　要介護４　1234単位（1139単位）

　　　　　　　　　　要介護５　1325単位（1230単位）

・外泊時費用　入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、
　　　　　　1月の6日を限度とし所定単位数に代えて1日につ
　　　　　　き444単位を算定（同）

・他科受診時費用　入院患者に対して、専門的な診療が必要にな
　　　　　　　　　　り、他医療機関において診療が行われた場合
　　　　　　　　　　、1月に4回を限度として所定単位数に代えて
　　　　　　　　　　１日につき444単位を算定（同）
· 身体拘束廃止未実施減算、初期加算、・栄養管理体制加算、
経口維持加算、療養食加算は、介護老人福祉施設と同じ
・在宅復帰支援機能加算　　1日につき10単位加算（新規）
· 入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に、必要な情報

提供、居宅サービスの利用に関する調整を行う事

過去6ヶ月間の退所者数のうち在宅に移行した割合が3割超、　など

・特定診療費
　　重度療養管理（1日につき）　　　　　　　120単位（同）

　　理学療法（1回につき）
　　イ　理学療法（Ⅰ）　　　　　　180単位（250単位）
　　ロ　理学療法（Ⅱ）　　　　　　100単位（180単位）
　　ハ　理学療法（Ⅲ）　　　　　　　50単位（100単位）
　（現行の理学療法（Ⅳ）が廃止）　　　　　　　　　
　　短期集中リハビリテーション（１日につき）60単位（新設）

　　リハビリテーションマネジメント（１日につき）25単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新設）

・施設基準の区分による療養環減算（1日につき）
　病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）-25単位（-15単位）

　病院療養病床療養環境減算（Ⅱ）-85単位（-75単位）

　病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）-115単位（-105単位）

※（Ⅱ）は2008年3月末、（Ⅲ）は2007年３月末に廃止
○介護予防サービス（新設）

介護予防訪問リハビリテーション

　介護予防訪問リハビリテーション費　1日につき500単位
・リハビリテーションマネジメント加算　1日につき20単位加算
　※多職種共同でリハビリ実施計画を作成・実施し、状態を定期的
　　に記録・評価した上で見直しを図っている場合などに算定
・短期集中リハビリテーション実施加算
　　退所・退院または要支援認定日から3ヶ月以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日につき200単位

介護予防通所リハビリテーション

　イ、介護予防通所リハビリテーション費　要支援１　2496単位
　　　　　　（1月につき）　　　　　　　要支援２　4880単位
ロ、運動器機能向上加算　　　　1月につき225単位を加算
　　※介護予防通所介護に同じ
　ハ、栄養改善加算　　　　　　　1月につき100単位を加算
　　　※介護予防通所介護に同じ
ニ、口腔機能向上加算　　　　　1月につき100単位を加算
　　　※介護予防通所介護に同じ
　ホ、事業所評価加算　　　　　　1月につき100単位を加算　　　　　　　
　　※介護予防通所介護に同じ　
介護予防通所介護
　イ、介護予防通所介護費　　　　　要支援１　2226単位
　　　　（１月につき）　　　　　　要支援２　4353単位
ロ、アクティビティ実施加算　1月につき81単位を加算
　　　※利用者に対して計画的にアクティビティ（集団レク
　　　　レーションなど）を実施した場合に加算
ハ、運動器機能向上加算　　　1月につき225単位を加算
　　　※理学療法士等を中心に、看護職員、介護職員等が共同して
　　　　利用者の運動器機能向上にかかる個別の計画を作成し、こ

　　　　れに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の

　　　　見直しなどの一連のプロセスを実施した場合に加算
ニ、栄養改善加算　　　　　　1月につき100単位を加算
　　※低栄養状態にある、またはそのおそれにある利用者に
　　　　対し、管理栄養士等が看護職員、介護職員等と共同して

　　　　栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実

　　　　施、定期的な評価と計画の見直しなどの一連のプロセスを

　　　　実施した場合に加算
　ホ、口腔機能向上加算　　　　1月につき100単位を加算
　　※口腔機能の低下している、またはその恐れのある利用者に
　　　対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し

　　　これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画

　　　の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算
ヘ、事業所評価加算　　　　　1月につき100単位を加算
　　　※ハ、ニ、ホ、の加算の対象となる事業所について、利用者
　　　　の要支援状態の維持・改善が一定以上となった場合に、評

　　　　価期間の次年度における事業所のサービス提供につき加算　　
